
 

大木町スポーツ協会助成金交付要綱 

 

（ 趣 旨 ） 

第１条 この要綱は、NPO法人大木町スポーツ協会（以下「スポ協」という。）
が、加盟団体（以下「団体」という。）の団体運営及び団体が行う主催大会
事業に対し助成金を交付することに関し必要な事項を定める。 

 

（助成対象事業） 

第２条 スポ協は、団体が実施する事業等に対し、予算の範囲内で助成金を交
付する。 

 

（助成対象の事業計画） 

第３条 助成金を希望する団体は、年度当初に当該年度の「事業計画書」を 
 スポ協に提出しなければならない。 

 

（助成事業の内示） 

第４条 スポ協は、「事業計画書」により予算の範囲内において「助成金」を 
 団体に通知する。 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 団体は、内示額の範囲内で、「助成金交付申請書」（様式１号）に 
 次の書類を添えてスポ協に提出しなければならない。 

   ①「事業実施計画書」（様式２号） 

   ②「収支予算書」（様式３号） 

    なお、団体運営助成事業は、書類を団体の予算・決算を記載した「総会 
資料」によることもできる。 

 

（助成金の決定・交付） 

第６条 スポ協は、団体からの交付申請により交付決定を行い、助成金を交付 
 する。 

 

（事業実施報告書の提出） 

第７条 団体は、事業終了後１ヶ月以内に「事業実施報告書」（様式４号） 
 に次の書類を添えてスポ協に提出しなければならない。 

   ①「事業実施報告書」（様式５号） 

   ②「収支決算書」（様式６号） 

    なお、団体運営助成事業は、書類を団体の予算・決算を記載した「総会 
資料」によることもできる。 

 

（その他 ） 

第８条  本要綱に規定のない場合は、関係者との協議により行う。 

 

 

 

 

 



スポーツ協会主催事業交付金留意事項 

 

                          （Ｈ２８．４現在） 

 

１．主催事業の定義  当該団体内だけ対象とした事業は主催事業とみなさず 

広く外部に参加を募り開催されたものを主催事業とする。 

 

２．主催事業の回数  体協が助成対象とする事業の回数は、専門スポーツ部 

  が２回まで、少年スポーツ部は１回のみを主催事業の助成対象とする。 

 

３．主催事業助成金額 対象とする主催事業の助成金額は、専門スポーツ部 

  １事業につき２万円、少年スポーツ部１事業につき３万円とする。 

 

 


